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市 政 ニ ュ ー ス

　

平
成
19
年
６
月
に
「
地
方
公

共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関

す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
平

成
21
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団

体
の
財
政
の
健
全
性
に
関
す
る

比
率
の
公
表
の
制
度
を
設
け
、

こ
の
比
率
に
応
じ
て
、
地
方
公

共
団
体
が
財
政
の
早
期
健
全
化

お
よ
び
財
政
の
再
生
な
ら
び
に

公
営
企
業
の
経
営
の
健
全
化
を

図
る
た
め
の
計
画
を
策
定
す
る

制
度
を
定
め
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の

健
全
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

公
表
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
、

次
の
５
つ
の
比
率
で
す
。

⑴
実
質
赤
字
比
率

　

一
般
会
計
（
普
通
会
計
を
構

成
す
る
会
計
）
な
ど
の
実
質
的

な
赤
字
額
が
、
標
準
的
な
収
入

に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合

に
な
る
の
か
を
示
し
ま
す
。

⑵
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

全
会
計
の
実
質
的
な
赤
字
額

が
、
標
準
的
な
収
入
に
対
し
て

ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の

か
を
示
し
ま
す
。

串
間
市
の

健
全
化
判
断
比
率
等
を
公
表
し
ま
す
。

■�

平
成
22
年
度
の
決
算
に
基
づ
き
、
串
間
市
の
健
全
化
判
断
比
率
等
を
算
定
し
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑶
実
質
公
債
費
比
率

　

一
般
会
計
な
ど
の
実
質
的
な

借
入
金
の
返
済
額
が
標
準
的
な

収
入
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の

割
合
に
な
る
の
か
を
示
し
ま
す
。

⑷
将
来
負
担
比
率

　

一
般
会
計
な
ど
が
抱
え
る
実

質
的
な
負
債
の
残
高
が
標
準
的

な
収
入
に
対
し
ど
の
く
ら
い
の

割
合
に
な
る
の
か
を
示
し
ま
す
。

＊�
⑴
～
⑷
ま
で
の
比
率
を
「
健

全
化
判
断
比
率
」
と
言
い
ま

す
。

⑸
資
金
不
足
比
率

　

各
公
営
企
業
の
資
金
不
足
額

が
、
事
業
の
規
模
に
対
し
て
ど

の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の
か

を
示
し
ま
す
。
健
全
化
判
断
比

率
の
う
ち
、
１
つ
で
も
早
期
健

全
化
基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合

は
財
政
健
全
化
計
画
を
、
ま
た
、

資
金
不
足
比
率
が
経
営
健
全
化

基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
経

営
健
全
化
計
画
を
策
定
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
が
早
期
健
全
化
の
状
態
よ
り

も
さ
ら
に
悪
化
し
、
健
全
化
判

断
比
率
の
う
ち
、
実
質
赤
字
比

率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実

質
公
債
費
比
率
の
い
ず
れ
か
が
、

財
政
再
生
基
準
以
上
と
な
っ
た

場
合
は
、
財
政
再
生
計
画
を
策

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
の
決
算
に
基
づ

き
算
定
さ
れ
た
串
間
市
の
健
全

化
判
断
比
率
お
よ
び
資
金
不
足

比
率
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

い
ず
れ
の
比
率
も
基
準
内
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
さ

ら
な
る
健
全
化
に
努
め
ま
す
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
財
務
課
財

政
係
☎
内
線
３
２
３

■健全化判断比率
比率の名称 串間市 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 − 14.02％ 20.00％
連結実質赤字比率 − 19.02％ 35.00％
実質公債費比率 12.4％ 25.0％ 35.0％
将 来 負 担 比 率 49.6％ 350.0％
※�「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」の「−」は、実質赤字額および連結実質赤字
額がないことを示しています。

■資金不足比率
特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

串 間 市 水 道 事 業 会 計 − 20.0％
串 間 市 民 病 院 事 業 会 計 − 20.0％
串 間 市 簡 易 水 道 特 別 会 計 − 20.0％
串間市農業集落排水事業特別会計 − 20.0％
串間市公共下水道事業特別会計 − 20.0％
串間市漁業集落排水事業特別会計 − 20.0％
※各会計の資金不足比率の「−」は、資金不足額がないことを示しています。
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�

施
行
日
＝
平
成
23
年
10
月
１
日

制
定
の
背
景

　

暴
力
団
は
市
民
生
活
の
場
に

深
く
介
入
し
、
暴
力
や
暴
力
団

の
威
力
を
背
景
と
し
た
資
金
源

獲
得
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
市
民

や
事
業
者
に
多
大
な
脅
威
を
与

え
、
市
民
の
安
全
で
平
穏
な
生

活
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
企
業
活
動
を
仮
装
し
、

一
般
社
会
で
の
資
金
源
獲
得
活

動
を
活
発
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、

公
共
事
業
に
介
入
す
る
な
ど
社

会
の
変
化
に
応
じ
た
多
種
多
様

な
資
金
源
獲
得
活
動
に
よ
り
健

全
な
経
済
活
動
に
支
障
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
宮
崎
県
に

お
い
て
は
、
「
宮
崎
県
暴
力
団

排
除
条
例
」
を
本
年
８
月
１
日

に
施
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
県

条
例
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る

た
め
、
串
間
市
の
事
務
お
よ
び

事
業
か
ら
も
暴
力
団
を
排
除
す

る
た
め
の
取
り
組
み
が
必
要
な

の
で
す
。

制
定
の
理
由

　

市
民
が
一
体
と
な
っ
て
串
間

市
か
ら
暴
力
団
を
排
除
し
、
安

全
で
平
穏
な
市
民
生
活
を
実
現

「
串
間
市
暴
力
団
排
除
条
例
」
が

施
行
さ
れ
ま
し
た

■�

串
間
市
か
ら
暴
力
団
を
排
除
す
る
た
め
、
市
は
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
串
間
警
察
署
と
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、
協
定
書
を
締
結
し
ま
し
た
。

す
る
た
め
の
基
本
理
念
を
定
め

る
と
と
も
に
、
市
や
市
民
な

ど
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
暴

力
団
の
排
除
に
関
す
る
施
策
等

を
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

条
例
の
主
な
内
容

・�

串
間
市
、
市
民
お
よ
び
事
業

者
の
責
務

・�

市
の
事
務
お
よ
び
事
業
に
お

け
る
措
置

・�

公
の
施
設
の
利
用
に
お
け
る

措
置

・�

市
民
な
ど
に
対
す
る
支
援
な

ど
・�

青
少
年
に
対
す
る
教
育
な
ど

の
た
め
の
措
置

・�

暴
力
団
の
威
力
を
利
用
す
る

こ
と
の
禁
止

・�

暴
力
団
員
な
ど
に
対
す
る
金

品
な
ど
の
利
益
供
与
の
禁
止

＊�

条
文
は
串
間
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.

city.k
u
sh
im
a.lg

.jp

）

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

串
間
市
と
串
間
警
察
署

が
連
携
を
強
化

　

暴
力
団
排
除
条
例
の
制
定
を

受
け
、
10
月
13
日
、
串
間
市
と

串
間
市
教
育
委
員
会
は
、
串
間

警
察
署
と
『
串
間
市
か
ら
暴
力

団
を
排
除
す
る
た
め
の
連
携
に

関
す
る
協
定
』
を
結
び
、
調
印

式
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
警
察
と

市
が
さ
ら
に
密
な
連
携
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
歩

ふ
み
込
ん
だ
暴
力
団
排
除
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

　

条
例
を
有
効
に
活
用
し
、
平

穏
な
市
民
生
活
の
確
保
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
市
民
生
活

課
生
活
係
☎
内
線
２
５
５

▼市長室での協定書調印式


